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LIA-390 迅速継手検査規程 新旧対照表（令和 2年 7月 1日改正） 

 
 
第１章 総則 
 

新 旧 備 考 

１ この規程は、迅速継手の安全を確保するため、材料、構造、性能及び耐久性等に関して、技術上の基準、

検査の方法及び検査の合格基準について定めたものである。 

２ この規程は、ガス栓及び燃焼器を屋内で呼び 9.5 のゴム管若しくは呼び 10 以下の燃焼器用ホース（強化ガ

スホース若しくはガスコードともいう。）を用いて接続する一般家庭用の迅速継手について適用する。 

３ 迅速継手とは、簡単に着脱でき、接続部が外れた場合、外れた箇所の供給側からガスが漏れない構造の

継手をいう。 

１ この検査規程は、迅速継手の安全を確保するため、材料、構造、性能、耐久性等に関して、検査の方法、

検査の合格基準等について定めたものである。 

２ この検査規程の適用範囲は、屋内でガス栓とガス機器を接続するために用いられる迅速継手であって、呼

び 9.5mm のものとする。 

３ 迅速継手とは、簡単に着脱でき、接続部が外れた場合、外れた箇所の供給側からガスが漏れない構造の

継手をいう。 

語句の修正 

 

小口径ホース用迅速継手の

追記 

 
 
第２章 技術上の基準、検査の方法及び検査の合格基準 
 

新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

１ 迅速継手の各部については、

次に掲げる条件に適合するこ

と。 

(1) 種類 

 

・ガス栓用プラグ 

ガス栓のゴム管口に取り付け

るプラグ形状の継手であって、ゴ

ム管用ソケット又はガスコード

（内径φ7 及びφ8 の両端迅速

継手付燃焼器用ホースの総称）

と接続するためのもの。 

 

１ 

(1) 目視等により確認すること。 

 （付表（迅速継手の種類）参照） 

１ 

(1) 種類については、技術上の基

準の欄に掲げる条件に適合する

ことを目視等により確認したもの

をもって合格したものとする。 

１ 迅速継手の各部については、

次に掲げる条件に適合するこ

と。 

(1) 種類 

 

・ガス栓用プラグ（ゴム管用ソケッ

ト・ガスコード共用） 

ガス栓のホースエンドに取り

付けるプラグであって、ガス栓側

ソケット（ガスコード用）又はゴム

管用ソケットと接続するためのも

の。 

１ 

(1) 目視等により確認すること。 

 （付表（迅速継手の種類）参照） 

１ 

(1) 種類については、技術上の基

準の欄に掲げる条件に適合する

ことを目視等により確認したもの

をもって合格したものとする。 

JIS S2135 改正対応 

 

 

 

 

名称と定義を JIS に整合 

（固定する部材）用＋（迅速継

手の形状）、以降同様 

 

ガスコードの定義を KHKS072

1 に整合 

（削除）   ・ガス栓用プラグ（燃焼器用ホー

ス用） 

ガス栓のホースエンドに取り

付けるプラグであって、ガス栓側

ソケット（燃焼器用ホース用）と

接続するためのもの。 

 

  種類の削除 

・ゴム管用ソケット  

ゴム管に取り付けるソケット形

状の継手であって、ガス栓用プ

ラグ又はガス栓の迅速継手口に

接続するためのもの。 

  ・ゴム管用ソケット  

コンセントガス栓又はガス栓

用プラグ（ゴム管用ソケット・ガス

コード共用）と接続するためのソ

ケットで、他端にゴム管接続部を

有するもの。 

 

   

名称と定義を JIS に整合 
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新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

・燃焼器用ホース用ソケット 

燃焼器用ホースに取り付ける

ソケット形状の継手であって、ガ

ス栓の迅速継手口に接続するた

めのもの。 

 ・「強化ガスホース用ソケット」とも

いう。 

・ガス栓側ソケット（燃焼器用ホー

ス用）       

燃焼器用ホースの入口に組

み付けられたコンセントガス栓又

はガス栓用プラグ（燃焼器用ホ

ース用）に接続するためのもの。 

 

  名称と定義を JIS に整合 

（KHKS0721 との整合により、

強化ガスホースを燃焼器用ホ

ースに変更） 

（削除）   ・ゴム管用プラグ 

ガス機器用ソケットと接続する

ためのプラグで、他端にゴム管

接続部を有するもの。 

 

  種類の削除 

（削除）   ・ガス機器用ソケット 

ゴム管用プラグと接続するた

めのソケットで、他端にガス機器

のホースエンドへの接続部を有

するもの。 

 

  種類の削除 

・ガス機器用プラグ 

ガス機器のゴム管口に取り付

けるプラグ形状の継手であっ

て、ガスコードを接続するための

もの。 

  ・ガス機器用プラグ 

ガス機器のホースエンドに取

り付けるプラグであって、ガス機

器側ソケットと接続するためのも

の。 

 

  定義を JIS に整合 

 

（旧 LIA-391 対象品） 

・ガスコード用ソケット（ガス栓側） 

ガスコードの入口に組み付け

るソケット形状の継手であって、

ガス栓の迅速継手口又はガス栓

用プラグに接続するためのも

の。 

  ・ガス栓側ソケット(ガスコード用） 

ガスコード（内径φ7 及びφ8

の両端迅速継手付燃焼器用ホ

ースの総称）の入口に組み付け

られたコンセントガス栓又はガス

栓用プラグ（ゴム管・ガスコード

共用）に接続するためのもの。 

 

  名称変更（JIS S2135 のルー

ルに準拠）、定義を JIS に整

合 

（旧 LIA-391 対象品） 

 

参考：JIS S2146 ガスコードで

は「迅速継手（ガス栓側）」 

・ガスコード用ソケット（ガス機器

側） 

ガスコードの出口に組み付け

るソケット形状の継手であって、

ガス機器又はガス機器用プラグ

に接続するためのもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・ガス機器側ソケット 

ガスコードの出口に組み付け

られたガス機器又はガス機器用

プラグに接続するためのもの。 

  名称変更（JIS S2135 のルー

ルに準拠）、定義を JIS に整

合 

（旧 LIA-391 対象品） 

 

参考：JIS S2146 ガスコードで

は「迅速継手（ガス機器側）」 
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新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

(2) 各部とも安全性及び耐久性を

考慮して作られ、通常の使用操

作に対して、破損や使用上支障

のある変形を生じないこと。ま

た、各部の端部は、滑らかであ

ること。 

(2) 目視等により確認すること。 (2) 各部の安全性及び耐久性につ

いては、技術上の基準の欄に掲

げる条件に適合することを目視

等により確認したものをもって合

格したものとする。     

なお、燃焼器用ホース用ソケ

ット及びガスコード用ソケットにつ

いては、ホース接続部及びガス

の通る部分 に使用される材料

は金属であること。 

また、端部が滑らかであること

については、使用上支障のある

パーティングライン（型きず）、ば

り、きずなどがないことを目視等

により確認したものをもって合格

したものとする。 

 

(2) 各部とも安全性及び耐久性を

考慮して作られ、通常の使用操

作に対して、破損や使用上支障

のある変形を生じないこと。ま

た、各部の端部は、滑らかであ

ること。 

 

(2) 目視等により確認すること。 (2) 各部の安全性及び耐久性につ

いては、技術上の基準の欄に掲

げる条件に適合することを目視

等により確認したものをもって合

格したものとする。     

なお、ガス栓側ソケット（燃焼

器用ホース用）、ガス栓側ソケッ

ト(ガスコード用）及びガス機器側

ソケットについては、ホース接続

部及びガスの通る部分 に使用

される材料は金属であること。 

また、端部が滑らかであること

については、使用上支障のある

パーティングライン（型きず）、ば

り、きずなどがないことを目視等

により確認したものをもって合格

したものとする。 

 

 

 

 

 

 

名称変更 

(3)  略 

 

(3)  略 (3)  略 (3)  略 (3)  略 (3)  略  

(4) ゴム管用ソケットはゴム管よ

り、ガス栓用プラグ及びガス機器

用プラグはゴム管口（ホースエン

ド）より容易に離脱しないように

接続できること。 

(4) 12 引抜き強度試験を行い確認

すること。 

(4) 容易に離脱しないように接続

できることについては、12 引抜き

強度試験に合格することを確認

したものをもって合格したものと

する。 

 

(4) プラグ及びソケットは、ゴム管

又はゴム管口（ホースエンド）よ

り容易に離脱しないように接続

できること。 

 

(4) 12 引抜き強度試験に合格する

こと。 

(4) 容易に離脱しないように接続

できることについては、12 引抜き

強度試験に合格することを確認

したものをもって合格したものと

する。 

 

対象物の明確化 

(5) ガス栓用プラグ及びガスコード

用ソケット（ガス機器側）はソケッ

トを外した場合にガスを自動的

に遮断する機構（安全機構）を有

すること。 

(5) ４(2)安全機構の通過漏れにつ

いての気密性試験に合格するこ

とを確認すること。 

(5) ガスが漏れないための安全機

構を備えることについては、４(2)

安全機構の通過漏れについて

の気密性試験に合格することを

確認したものをもって合格したも

のとする。 

(5) ガス栓用プラグ（ゴム管用ソケ

ット・ガスコード共用）、ガス栓用

プラグ（燃焼器用ホース用）、ゴ

ム管用プラグ及びガス機器側ソ

ケットはソケットを外した場合に

ガスを自動的に遮断する機構

（安全機構）を有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ４(2)安全機構の通過漏れにつ

いての気密性試験に合格するこ

とを確認すること。 

(5) ガスが漏れないための安全機

構を備えることについては、４(2)

安全機構の通過漏れについて

の気密性試験に合格することを

確認したものをもって合格したも

のとする。 

種類の削除及び名称変更 
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新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

２ 接続部の形状及び寸法は次に

掲げる条件に適合すること。 

(1) ガス栓用プラグの接続部（プラ

グ部）は、次の図に示すとおりで

ある。 

 

 

２ ノギス、マイクロメータ等により

測定し、技術上の基準の欄に掲

げる図の寸法に適合することを

確認すること。 

２ 形状及び寸法については、ノギ

ス、マイクロメータ等により測定

し、技術上の基準の欄に掲げる

図の寸法に適合することを確認

したものをもって合格したものと

する。 

２ 接続部の形状及び寸法は次に

掲げる条件に適合すること。 

(1) ガス栓用プラグ（ゴム管用ソケ

ット・ガスコード共用）、ガス栓用

プラグ（燃焼器用ホース用）及び

ゴム管用プラグの接続部（プラグ

部）は、次の図に示すとおりであ

る。 

 

２ ノギス、マイクロメータ等により

測定し、技術上の基準の欄に掲

げる図の寸法に適合することを

確認すること。 

２ 形状及び寸法については、ノギ

ス、マイクロメータ等により測定

し、技術上の基準の欄に掲げる

図の寸法に適合することを確認

したものをもって合格したものと

する。 

 

 

種類の削除及び名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(2) ゴム管用ソケット、ガスコード

用ソケット（ガス栓側）及び燃焼

器用ホース用ソケットの接続部

（ソケット部）及びプラグとの接続

状態は次の図に示すとおりであ

る。 

  (2) ゴム管用ソケット、ガス栓側ソ

ケット（燃焼器用ホース用）、ガス

機器用ソケット及びガス栓側ソケ

ット（ガスコード用）の接続部（ソ

ケット部）及びプラグとの接続状

態は次の図に示すとおりであ

る。 

 

  種類の削除及び名称変更 
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新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

(3) ゴム管用ソケットのゴム管と接

続する側（ゴム管接続部）のゴム

管差し込み部の最大外径部の

寸法は次の図に示すとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) ゴム管用プラグ及びゴム管用

ソケットのゴム管と接続する側

（ゴム管接続部）のゴム管差し込

み部の最大外径部の寸法は次

の図に示すとおりである。 

 

  種類の削除 

 

 

 

 

図をゴム管用ソケットに変更 

(4) ガスコード用ソケット（ガス機器

側）及びガス機器用プラグの接

続部及び接続状態は、次の図に

示すとおりである。 

 

  (4) ガス機器側ソケット及びガス機

器用プラグの接続部及び接続状

態は、次の図に示すとおりであ

る。 

  名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

φ11.3 以上 

φ14.0 以下 
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新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

３ 継手に使用される材料は、通常

の使用及び保守点検において、

受ける可能性のある機械的、化

学的及び熱的作用に耐えるもの

であり、かつ、次の各項に適合

すること。 

 

（削除） 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

３ 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

３ 継手に使用される材料は、通常

の使用及び保守点検において、

受ける可能性のある機械的、化

学的及び熱的作用に耐えるもの

であり、かつ、次の各項に適合

すること。 

 

(1) ガス栓用プラグ（ゴム管用ソケ

ット・ガスコード共用）とガス機器用

ソケットの接続ゴム部は、耐オゾン

性を有し、亀裂が発生しないこと。 

３ 

(1) 接続ゴム部を日本工業規格 

Ｓ 2135 ガス機器用迅速継手 9.

3.1 の図に規定するゴム管口（ホ

ースエンド）の赤線まで挿入し、

取扱説明書等に示す方法によっ

て固定した状態で、日本工業規

格 Ｋ 6259-1 加硫ゴム及び熱

可塑性ゴム－耐オゾン性の求め

方－第１部：静的オゾン劣化試

験及び動的オゾン劣化試験の５

試験装置を用い、オゾン濃度 50

0ppb±50ppb（50 pphm±５pph

m）、試験温度 40℃±２℃、 試

験時間 96 時間の条件で試験し

た後、使用上支障のある亀裂等

が発生しないことを目視などによ

り確認すること。 

 

３ 

(1) 耐オゾン性については、亀裂

が発生しないことを目視などによ

り確認したものをもって合格した

ものとする。 

・「接続ゴム部」とは、接続部のＯリ

ング・パッキン類は含まない。 

「接続ゴム部」の削除に伴い

耐オゾン性試験を削除 

(1) 金属部分は、耐食性のあるも

の又は耐食性のある表面処理を

施したものであること。 

(1) イ 付表（耐食性材料）に示す

耐食性のある材料又はこれと同

等以上の耐食性のある材料であ

ることを目視等により確認するこ

と。 

(1)イ 付表（耐食性材料）に示す材

料又はこれと同等以上の耐食性

のある材料については、公的機

関等の材料証明書等により付表

（耐食性材料）に示す材料又はこ

れと同等以上の耐食性のある材

料であることを確認したものをも

って合格したものとする。 

 

(2) 金属部分は、耐食性のあるも

の又は耐食性のある表面処理を

施したものであること。 

(2) イ 付表（耐食性材料）に示す

耐食性のある材料又はこれと同

等以上の耐食性のある材料であ

ることを目視等により確認するこ

と。 

(2)イ 付表（耐食性材料）に示す材

料又はこれと同等以上の耐食性

のある材料については、公的機

関等の材料証明書等により付表

（耐食性材料）に示す材料又はこ

れと同等以上の耐食性のある材

料であることを確認したものをも

って合格したものとする。 

 

 

 ロ JIS Z 2371(2015)塩水噴霧試

験方法の 5 装置及び 9 試験条

件に定める規格に適合する塩水

噴霧試験室において、4 試験用

の塩溶液（pH 調節は 4.2.1 中性

塩水噴霧試験による。）に定める

規格に適合する塩水を 24 時間

以上噴霧することにより確認す

ること。 

ロ イ以外の材料及び表面処理を

施してあるものについては、JIS 

Z 2371(2015)塩水噴霧試験方法

の 5 装置及び 9 試験条件に定

める規格に適合する塩水噴霧試

験室において、4 試験用の塩溶

液（pH の調整は 4.2.1 中性塩水

噴霧試験による。）に定める規格

に適合する塩水を連続 24 時間

噴霧した後、13 試験結果の表し

方 a)腐食面積に定める規格に

適合する方法により判定を行っ

たとき、腐食がないか又はレイテ

ィングナンバ 9.8 から 9.8-6 まで

の腐食面積率であることを確認

したものをもって合格したものと

する。 

 

 ロ 日本工業規格 Z 2371 塩水噴

霧試験方法の 5 装置に定める

規格に適合する装置を用い、9

試験条件に定める規格に適合す

る塩水噴霧試験室において、4

試験用の塩溶液に定める規格

に適合する塩水を 24 時間以上

噴霧することにより確認するこ

と。 

ロ イ以外の材料及び表面処理を

施してあるものについては、日本

工業規格 Z 2371 塩水噴霧試

験方法の 5 装置、4 試験用の塩

溶液（pH の調整は 4.2.1 中性塩

水噴霧試験による。）及び 9 試

験条件により連続 24 時間噴霧

した後、13a)（腐食面積）に定め

る規格に適合する方法により判

定を行ったとき、腐食がないか又

はレイティングナンバ 9.8 から 9.

8-6 までの腐食面積率であるこ

とを確認したものをもって合格し

たものとする。 

 

日本工業規格を JIS に変更

（以降同様） 

 

KHKS0721 との整合 
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新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

(2) ガスの通る部分に使用される

パッキン類（ゴム製弁体も含

む。）については、耐ガス性を有

し、質量変化率が 20％以内であ

り、かつ、使用上支障のある軟

化、ぜい化などがないこと。 

(2) 耐ガス性についてはあらかじ

め測定した 3 個の試料を、温度

5℃以上 25℃以下のｎ－ペンタ

ン（純度 98％以上）中に、72 時

間以上浸漬した後、ｎ－ペンタン

から取り出し、24 時間大気中に

放置した後、次式により求めた 3

個の試料の質量変化率の相加

平均値を算出し、質量変化率が

20％以下で、かつ、使用上支障

のある軟化及びぜい化などがな

いことを確認すること。 

 

計算式  略 

 

(2) 耐ガス性については検査の方

法の欄に掲げる方法により試験

を行った後、質量変化率が試験

前の 20％以下で、かつ、使用上

支障のある軟化及びぜい化、ガ

ス漏れのおそれのある変質、変

形等のないことを目視等により

確認したものをもって合格したも

のとする。 

(3) ガスの通る部分に使用される

パッキン類（ゴム製弁体も含

む。）については、耐ガス性を有

し、質量変化率が 20％以内であ

り、かつ、使用上支障のある軟

化、ぜい化などがないこと。 

(3) 耐ガス性についてはあらかじ

め測定した 3 個の試料を、温度

5℃以上 25℃以下のｎ－ペンタ

ン（純度 98％以上）中に、72 時

間以上浸漬した後、ｎ－ペンタン

から取り出し、24 時間大気中に

放置した後、次式により求めた 3

個の試料の質量変化率の相加

平均値を算出し、質量変化率が

20％以下で、かつ、使用上支障

のある軟化及びぜい化などがな

いことを確認すること。 

 

計算式  略 

 

(3) 耐ガス性については検査の方

法の欄に掲げる設定条件により

試験を行った後、質量変化率が

試験前の 20％以下で、かつ、使

用上支障のある軟化及びぜい

化、ガス漏れのおそれのある変

質、変形等の無いことを目視等

により確認したものをもって合格

したものとする。 

語句の修正 

４ プラグとソケットを接続した状態

において、接続部分は十分な気

密性を有すること。 

(1) 継手の外部漏れについては、

4.2kPa の圧力において漏れのな

いこと。 

４(1) 継手の外部漏れについて

は、プラグとソケットを接続したも

のを次の図に示すように配列し、

下流末端は密封する。次に圧力

調整器の上流から空気圧を加

え、水柱計の圧力が 4.2kPa にな

ったとき、水柱計の上流で空気

を閉塞して 1 分間保持し、水柱

計が初めの示度より低下しない

こと、又は同等の精度の試験装

置により漏れのないことを確認

すること。 

 

図  略 

 

４(1) 継手の外部漏れについては、

検査の方法の欄に掲げる方法

により試験を行った後、水柱計

が初めの示度より低下しないこ

とを接続位置をほぼ 90°ずつ変

えて、それぞれの位置について

確認したものをもって合格したも

のとする。 

４ プラグとソケットを接続した状態

において、接続部分は十分な気

密性を有すること。 

(1) 継手の外部漏れについては、

4.2kPa の圧力において漏れのな

いこと。 

４(1) 継手の外部漏れについて

は、プラグとソケットを接続したも

のを次の図に示すように配列し、

下流末端は密封する。次に圧力

調整器の上流から空気圧を加

え、水柱計の圧力が 4.2kPa にな

ったとき、水柱計の上流で空気

を閉そくして 1 分間保持し、水柱

計が初めの示度より低下しない

こと、又は同等の精度の試験装

置により漏れのないことを確認

すること。 

 

図  略 

 

４(1) 継手の外部漏れについては、

検査の方法の欄に掲げる設定条

件により試験を行った後、水柱計

が初めの示度より低下しないこと

を接続位置をほぼ 90°ずつ変え

て、それぞれの位置について確認

したものをもって合格したものとす

る。 

語句の修正 

(2) 安全機構の通過漏れについて

は、4.2kPa の圧力において弁を

通して漏れる量が 0.55L/h 以下

であること。（安全機構があるも

ののみ） 

(2) 安全機構の通過漏れについて

は、次の図に示すように接続し、

一端から 4.2kPa の空気圧を加

え、他端を開放し、安全機構の

弁を通して漏れる量を確認する

こと、又は同等の精度の試験装

置により漏れる量を確認するこ

と。 

 

図  略 

 

 

 

 

 

 

(2) 安全機構の通過漏れについて

は、検査の方法の欄に掲げる方

法により試験を行い、安全機構

の弁を通過する空気の量が 0.55

 L/h 以下であることを確認した

ものをもって合格したものとす

る。 

(2) 安全機構の通過漏れについて

は、4.2kPa の圧力において弁を

通して漏れる量が 0.55L/h 以下

であること。（安全機構があるも

ののみ） 

(2) 安全機構の通過漏れについて

は、次の図に示すように接続し、

一端から 4.2kPa の空気圧を加

え、他端を開放し、安全機構の

弁を通して漏れる量を確認する

こと、又は同等の精度の試験装

置により漏れる量を確認するこ

と。 

 

図  略 

 

(2) 安全機構の通過漏れについて

は、検査の方法の欄に掲げる設

定条件により試験し、安全機構

の弁を通過する空気の量が 0.55

 L/h 以下であることを確認した

ものをもって合格したものとす

る。 

語句の修正 
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新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

(3) 異常時の漏れについては、プ

ラグとソケットの接続部に、10N･

cm の回転力を加えた状態（回転

するものは除く。）、接続部の軸

方向に 100N の引張荷重を加え

た状態及び軸方向と直角の方向

に 100N の引張荷重を加えた状

態において、一端から空気圧 4.2

kPa を加えたとき、漏れのないこ

と。 

(3) 異常時の漏れについては、プ

ラグとソケットを接続して一端を

固定し、他端のソケット又は、プ

ラグとの接続部に、10N･cm の回

転力を加えた状態（回転するも

のは除く。）、接続部の軸方向に

100N の引張荷重を加えた状態

及び軸方向と直角方向に 100N

の引張荷重を加えた状態におい

て(1)の図に示すように接続し、

それぞれの場合において一端か

ら空気圧 4.2kPa を加え、他端を

密閉し、かつ、水柱計の上流を

閉塞した状態で 1 分間保持し、

水柱計が初めの示度より低下し

ないこと、又は同等の精度の試

験装置により、漏れのないことを

確認すること。 

 

 

(3) 異常時の漏れについては、検

査の方法の欄に掲げる方法によ

り試験を行い、水柱計が初めの

示度より低下しないことを確認し

たものをもって合格したものとす

る。 

(3) 異常時の漏れについてはプラ

グとソケットの接続部に、10N･c

m の回転力を加えた状態（回転

するものは除く。）、接続部の軸

方向に 100N の引張荷重を加え

た状態及び軸方向と直角の方向

に 100N の引張荷重を加えた状

態において、一端から空気圧 4.2

kPa を加えたとき、漏れのないこ

と。 

(3) 異常時の漏れについては、プ

ラグとソケットを接続して一端を

固定し、他端のソケット又は、プ

ラグとの接続部に、10N･cm の回

転力を加えた状態（回転するも

のは除く。）、接続部の軸方向に

100N の引張荷重を加えた状態

及び軸方向と直角方向に 100N

の引張荷重を加えた状態におい

て(1)の図に示すように接続し、

それぞれの場合において一端か

ら空気圧 4.2kPa を加え、他端を

密閉し、かつ、水柱計の上流を

閉そくした状態で 1 分間保持し、

水柱計が初めの示度より低下し

ないこと、又は同等の精度の試

験装置により、漏れのないことを

確認すること。 

 

(3) 異常時の漏れについては、検

査の方法の欄に掲げるそれぞれ

の設定条件により試験し、水柱

計が初めの示度より低下しない

ことを確認したものをもって合格

したものとする。 

語句の修正 

５ プラグとソケットの着脱について

は、円滑、かつ、確実であるこ

と。 

５ プラグとソケットの着脱について

は、プラグとソケットの接続及び

取外し操作を 3 回以上行い、

音、目視等により作動が円滑、

かつ、確実であることを確認する

こと。 

 

 

５ プラグとソケットの着脱について

は、接続及び取外し操作を 3 回

以上行い、円滑、かつ、確実で

あることを音、目視等により確認

したものをもって合格したものと

する。 

 

５ プラグとソケットの着脱について

は、円滑、かつ、確実であるこ

と。 

５ プラグとソケットの着脱について

は、プラグとソケットの接続及び

取外し操作を 3 回以上行い、

音、目視等により作動が円滑、

かつ、確実であることを確認する

こと。 

５ プラグとソケットの着脱について

は、接続及び取外し操作を 3 回

以上行い、円滑、かつ、確実で

あることを音、目視等により確認

したことをもって合格したものと

する。 

 

語句の修正 

６ プラグとソケットの着脱力につ

いては、接続力は 60N 以下、取

外し力は 30N 以下であること。 

６ プラグとソケットの着脱力につ

いては、次の図に示すようにプラ

グ又はソケットのいずれかを固

定し、テンションゲージ又は同等

の精度の試験装置を用いて、接

続操作及び取外し操作を行い、

それぞれの荷重を測定し確認す

ること。 

 

 

 

 

図  略 

 

 

 

 

 

６ プラグとソケットの着脱力につ

いては、検査の方法の欄に掲げ

る方法により測定し、接続力は 6

0N 以下、取外し力は 30N 以下

であることを確認したものをもっ

て合格したものとする。 

６ プラグとソケットの着脱力につ

いては、接続力は、60N 以下で

あること、また、取外し力は、30N

以下であること。 

６ プラグとソケットの着脱力につ

いては、次の図に示すようにプラ

グ又はソケットのいずれかを固

定し、テンションゲージ又は同等

の精度の試験装置を用いて、接

続操作及び取外し操作を行い、

それぞれの荷重を測定し、接続

力については、60Ｎ以下であるこ

と、また、取外し力については、3

0Ｎ以下であることを確認するこ

と。 

 

図  略 

 

６ プラグとソケットの着脱力につい

ては、検査の方法の欄に掲げる

設定条件により測定し、接続力

については、60N 以下であるこ

と、また、取外し力については、3

0N 以下であることを確認したも

のをもって合格したものとする。 

語句の修正 
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新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

７ 流量については、入口側の水

柱計の空気圧を 2.8kPa とし、空

気を通した場合の取入部と取出

部の圧力差が 0.1kPa のとき、通

過空気量が 500L/h 以上である

こと。 

７ プラグとソケットを接続した状態

において継手を次の図に示すよ

うに接続し、水柱計①で空気圧

を 2.8kPa、かつ、水柱計②で圧

力が一次圧より 0.1kPa 降下する

ように空気放出栓③を調節し、

そのときの流量を確認すること。 

 

 

 

図  略 

 

７ 流量については、検査の方法

の欄に掲げる方法により測定

し、流量が 500L/h 以上であるこ

とを確認したものをもって合格し

たものとする。 

７ 流量については、入口側の水

柱計の空気圧を 2.8kPa とし、空

気を通した場合の取入部と取出

部の圧力差が 0.1kPa のとき、通

過空気量が 500L/h 以上である

こと。 

７ プラグとソケットを接続した状態

において継手を次の図に示すよ

うに接続し、水柱計①で空気圧

を 2.8kPa、かつ、水柱計②で圧

力が一次圧より 0.1kPa 降下する

ように空気放出栓③を調節し、

そのときの流量が 500L/h 以上

であること又は同等の精度の試

験装置により流量を確認するこ

と。 

図  略 

 

 

７ 流量については、検査の方法

の欄に掲げる設定条件方法によ

り測定し、そのときの流量が 500

L/h 以上であることを確認したも

のをもって合格したものとする。 

語句の修正 

８ プラグ及びソケットは、6 000 回

の着脱を行った後、漏れ及び使

用上支障のないこと。 

８ プラグとソケットの着脱操作を

毎分 10 回から 20 回の速さで、6

000 回繰り返した後、４気密性試

験及び５着脱作動試験を行い、

確認すること。 

８ 反復使用については、検査の

方法の欄に掲げる方法により試

験を行った後、４(1)継手の外部

漏れ、４(2)安全機構の通過漏れ

及び５着脱作動試験に合格する

ことを確認したものをもって合格

したものとする。 

 

 

８ プラグ及びソケットは、6 000 回

の着脱を行った後、使用上支障

のないこと。 

８ プラグとソケットの着脱操作を 1

0 回/min～20 回/min の速さで、

6000 回繰り返した後、４気密性

試験及び５着脱作動試験を行

い、確認すること。 

８ 反復使用については、検査の

方法の欄に掲げる設定条件によ

り試験を行った後、４(1)継手の

外部漏れ、４(2)安全機構の通過

漏れ及び５着脱作動試験に合格

することを確認したものをもって

合格したものとする。 

 

KHKS0721 との整合 

 

語句の修正 

９ 引張強度については、以下の

引張荷重を加えたとき、離脱しな

いこと。また、荷重を取り除いた

状態において漏れがなく、着脱

が円滑、かつ、確実であること。 

 

９ プラグ及びソケットは、次の図に

示すように継手の一端を固定

し、他端に軸方向及び軸方向と

直角の方向に技術上の基準欄

の表の引張荷重をそれぞれ 1

分間加え、それぞれの場合にお

いて離脱しないことを確認するこ

と。また、荷重を取り除いた状態

において変形、破損の有無を確

認した後、４(1)継手の外部漏

れ、４(2)安全機構の通過漏れ及

び５着脱作動試験を行い確認す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 検査の方法の欄に掲げる方法

により試験を行った後、４(1)継手

の外部漏れ、４(2)安全機構の通

過漏れ及び５着脱作動試験に合

格することを確認したものをもっ

て合格したものとする。 

９ 引張強度については、次によ

る。 

(1) ガス栓用プラグ（ゴム管用ソケ

ット・ガスコード共用）、ゴム管用

ソケット、ゴム管用プラグ及びガ

ス機器用ソケットにあっては、15

0N の引張荷重を加えて離脱及

び漏れがなく、着脱が円滑、か

つ、確実であること。 

 

９(1) ガス栓用プラグ（ゴム管用ソ

ケット・ガスコード共用）、ゴム管用

ソケット、ゴム管用プラグ及びガス

機器用ソケットは、次の図に示す

ように継手の一端を固定し、他端

に軸方向及び軸方向と直角の方

向に 150N の引張荷重をそれぞ

れ 1 分間以上加え、それぞれの

場合において離脱しないことを確

認すること。また、荷重を取り除い

た状態において４(1)継手の外部

漏れ、４(2)安全機構の通過漏れ

及び５着脱作動試験を行い確認

すること。 

 

９(1) 検査の方法の欄に掲げる設

定条件により試験を行った後、４

(1)継手の外部漏れ、４(2)安全機

構の通過漏れ及び５着脱作動試

験に合格することを確認したもの

をもって合格したものとする。 

KHKS0721 との整合 

（表を追加） 

 

種類の削除及び名称変更 

 

語句の修正 

ガス栓用プラグ 

150N 

ゴム管用ソケット 

燃焼器用ホース用ソケット 600N 

ガス機器用プラグ 

400N 
ガスコード用ソケット 

（ガス栓側） 

ガスコード用ソケット 

（ガス機器側） 
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新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

（削除） （削除） （削除） (2) ガス栓用プラグ（燃焼器用ホー

ス用）及びガス栓側ソケット（燃焼

器用ホース用）にあっては、600N

の引張荷重を加えた後、使用上

支障のないこと。 

(2) ガス栓用プラグ（燃焼器用ホー

ス用）及びガス栓側ソケット（燃焼

器用ホース用）は、次の図に示す

ように継手の一端を固定し、他端

に軸方向及び軸方向と直角の方

向に 600N の引張荷重をそれぞ

れ 1 分間以上加え、それぞれの

場合において離脱しないことを確

認すること。また、荷重を取り除い

た状態において４(1)継手の外部

漏れ、４(2)安全機構の通過漏れ

及び５着脱作動試験を行い確認

すること。 

 

 

(2) 検査の方法の欄に掲げる設定

条件により試験を行った後、４(1)

継手の外部漏れ、４(2)安全機構

の通過漏れ及び５着脱作動試験

に合格することを確認したものを

もって合格したものとする。 

 

（削除） （削除） （削除） ９ 引張強度については、400Ｎの

引張荷重を加えて離脱及び漏れ

がなく、着脱が円滑、かつ、確実

であること。 

９ ガス栓側ソケット（ガスコード

用）、ガス機器側ソケット及びガ

ス機器用プラグは、次の図に示

すように継手の一端を固定し、

他端に軸方向及び軸方向と直角

の方向に 400Ｎの引張荷重をそ

れぞれ１分間以上加え、それぞ

れの場合において離脱しないこ

とを確認すること。また、荷重を

取り除いた状態において４(1)継

手の外部漏れ、４(2)安全機構の

通過漏れ及び５着脱作動試験を

行い確認すること。 

 

 

９ 検査の方法の欄に掲げる設定

条件により試験を行った後、４(1)

継手の外部漏れ、４(2)安全機構

の通過漏れ及び５着脱作動試験

に合格することを確認したものを

もって合格したものとする。 

（旧 LIA-391 規定内容） 

10 プラグ及びソケットは、350N の

垂直方向の荷重を加えた後、荷

重を取り除いた状態において漏

れがなく、着脱が円滑かつ、確

実であること。 

10 耐荷重性の試験は次の図に示

すようにプラグとソケットを接続し

て床に置き、中央部に 350N の

静荷重を 1 分間加えた後、荷重

を取り除いた後に４(1)継手の外

部漏れ、４(2)安全機構の通過漏

れ及び５着脱作動試験に合格す

ることを確認すること。ただし、床

面は木製とすること。 

 

図  略 

 

 

 

 

 

10 耐荷重性については、検査の

方法の欄に掲げる方法により試

験を行った後、４(1)継手の外部

漏れ、４(2)安全機構の通過漏れ

及び５着脱作動試験に合格する

ことを確認したものをもって合格

したものとする。 

10 プラグ及びソケットは、350N の

垂直方向の荷重を加えた後、荷

重を取り除いた状態において漏

れがなく、着脱が円滑かつ、確

実であること。 

10 耐荷重性の試験は次の図に示

すようにプラグとソケットを接続し

て床に置き、中央部に 350N の

静荷重を 1 分間加えた後、荷重

を取り除いた後に４(1)継手の外

部漏れ、４(2)安全機構の通過漏

れ及び５着脱作動試験に合格す

ることを確認すること。ただし、床

面は木製とすること。 

 

図  略 

10 耐荷重性については、検査の

方法の欄に掲げる設定条件によ

り試験を行った後、４(1)継手の

外部漏れ、４(2)安全機構の通過

漏れ及び５着脱作動試験に合格

することを確認したものをもって

合格したものとする。 

語句の修正 
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新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

11 プラグ及びソケットは、接続状

態で以下の衝撃を与えたとき亀

裂や破損のないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 プラグ及びソケットを接続した

状態で、次の図に示すように固定

し、左記の衝撃値を軸線に対し直

角に次の図に示すように加えた

後、４(1)継手の外部漏れ、４(2)安

全機構の通過漏れ及び５着脱作動

試験を行い、確認すること。 

なお、計算式は次による。 

 

図・計算式  略 

11 耐衝撃性については、検査の

方法の欄に掲げる方法により試

験を行った後、４(1)継手の外部

漏れ、４(2)安全機構の通過漏れ

及び５着脱作動試験に合格する

ことを確認したものをもって合格

したものとする。 

11 衝撃試験については次によ

る。 

(1) ガス栓用プラグ（ゴム管用ソケ

ット・ガスコード共用）、ゴム管用

ソケット、ゴム管用プラグ及びガ

ス機器用ソケットにあっては 1.0 

J の衝撃を与えたとき亀裂や破

損のないこと。 

11(1) ガス栓用プラグ（ゴム管用ソ

ケット・ガスコード共用）、ゴム管

用ソケット、ゴム管用プラグ及び

ガス機器用ソケットにあっては、

次の図に示すようにプラグとソケ

ットを接続固定し、1.0 J の衝撃

値を軸線に対し直角に次の図に

示す方向から加えた後、４(1)継

手の外部漏れ、４(2)安全機構の

通過漏れ及び５着脱作動試験を

行い、確認すること。 

 

11 耐衝撃性については、検査の

方法の欄に掲げる設定条件によ

り試験を行った後、４(1)継手の

外部漏れ、４(2)安全機構の通過

漏れ及び５着脱作動試験に合格

することを確認したものをもって

合格したものとする。 

KHKS0721 との整合 

（表を追加） 

 

種類の削除及び名称変更 

 

語句の修正 

（削除） （削除） （削除） (2) ガス栓用プラグ（燃焼器用ホー

ス用）及びガス栓側ソケット（燃

焼器用ホース用）にあっては2.0 

J の衝撃を与えたとき亀裂や破

損のないこと。 

(2) ガス栓用プラグ（燃焼器用ホー

ス用）及びガス栓側ソケット（燃

焼器用ホース用）にあっては、次

の図に示すようにプラグとソケッ

トを接続固定し、2.0 J の衝撃値

を軸線に対し直角に次の図に示

す方向から加えた後、４(1)継手

の外部漏れ、４(2)安全機構の通

過漏れ及び５着脱作動試験を行

い、確認すること。 

 

 

  

（削除） （削除） （削除） 11 プラグ及びソケットは、接続状

態で 2.0Ｊの衝撃を与えたとき亀

裂や破損のないこと。 

11 ガス栓側ソケット（ガスコード

用）、ガス機器側ソケット及びガ

ス機器用プラグは、次の図に示

すようにプラグとソケットを接続

固定し、2.0 Ｊの衝撃値を軸線に

対し直角に次の図に示す方向か

ら加えたのち、４(1)継手の外部

漏れ、４(2)安全機構の通過漏れ

及び５着脱作動試験を行い、確

認すること。 

 

 

 

 

 

 

11 耐衝撃性については、検査の

方法の欄に掲げる設定条件によ

り試験を行った後、４(1)継手の

外部漏れ、４(2)安全機構の通過

漏れ及び５着脱作動試験に合格

することを確認したものをもって

合格したものとする。 

（旧 LIA-391 規定内容） 

ガス栓用プラグ 

1.0J 

ゴム管用ソケット 

燃焼器用ホース用ソケット 

2.0J 

ガス機器用プラグ 

ガスコード用ソケット 

（ガス栓側） 

ガスコード用ソケット 

（ガス機器側） 
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新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

12 引抜き強度試験については次

による。 

(1) ゴム管用ソケットについては、1

50N の引抜き荷重を加えたとき、

ガス用ゴム管がソケットから抜け

ないこと。 

12(1) ゴム管用ソケットについて

は、ゴム管接続部に JIS K 634

8(2017)ガス用ゴム管の規格に

適合する呼び 9.5 長さ約 15 ㎝

のガス用ゴム管を取扱説明書な

どに示す方法によって固定し、

常温で 24 時間放置した後、引

張試験機により 150N の引抜き

荷重を次の図に示す方法によっ

て加えたとき、ガス用ゴム管がソ

ケットから抜けないことを確認す

ること。なお、この場合、室温の

条件は 23℃±2℃、引抜き速度

は 500 ㎜/min±50
0 ㎜/min とす

る。 

 

図  略 

 

12 引抜き強度については、検査

の方法の欄に掲げる方法により

試験を行い確認したものをもって

合格したものとする。 

12 引抜き強度試験については次

による。 

(1) ゴム管用ソケット及びゴム管用

プラグについては、150N の引抜

き荷重を加えたとき、ガス用ゴム

管がソケット又はプラグから抜け

ないこと。 

12(1) ゴム管用ソケット、ゴム管用

プラグについては、ゴム管接続

部に日本工業規格 K 6348 に

適合する長さ約 15 ㎝のガス用

ゴム管を取扱説明書などに示す

方法によって固定し、常温で 24

時間放置した後、引張試験機に

より 150N の引抜き荷重を次の

図に示す方法によって加えたと

き、ガス用ゴム管がプラグ又はソ

ケットから抜けないことを確認す

ること。なお、この場合、室温の

条件は 23℃±2℃、引抜き速度

は 500 ㎜/min±50
0 ㎜/min とす

る。 

 

図  略 

 

12 引抜き強度については、検査

の方法の欄に掲げる設定条件に

より試験を行い確認したものをも

って合格したものとする。 

KHKS0721 との整合 

 

種類の削除 

 

試験に用いるゴム管の明確化 

 

語句の修正 

(2) ガス栓用プラグは 150N の引

抜き荷重を加えたとき、ゴム管口

（ホースエンド）がプラグから抜け

ないこと。 

(2) ガス栓用プラグについては、ガ

ス栓のゴム管口に取扱説明書な

どに示す方法によって固定し、

常温で 24 時間放置した後、引

張試験機により 150N の引抜き

荷重を次の図に示す方法によっ

て加えたとき、ゴム管口がプラグ

から抜けないことを確認するこ

と。この場合の室温の条件及び

引抜き速度は、(1)と同じとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  略 

 

 (2) ガス栓用プラグ（ゴム管用ソケ

ット・ガスコード共用）及びガス機

器用ソケットは 150N、ガス栓用

プラグ（燃焼器用ホース用）は 60

0N の引抜き荷重を加えたとき、

ホースエンドがプラグ及びソケッ

トから抜けないこと。 

(2) (1)と同じ室温の条件及び引抜

き速度で、試験を行い確認する

こと。 

a ガス栓用プラグ（ゴム管用ソ

ケット・ガスコード共用）及びガ

ス機器用ソケットについては、

ガス栓のゴム管口に取扱説明

書などに示す方法によって固

定し、常温で 24 時間放置した

後、引張試験機により 150N

の引抜き荷重を次の図に示す

方法によって加えたとき、ゴム

管口がプラグから抜けないこ

と。 

b ガス栓用プラグ（燃焼器用ホ

ース用）は、ホースエンド接続

部に取扱説明書などに示す方

法によって固定し、常温で 24

時間放置した後、引張試験機

により 600Ｎの引抜き荷重を、

次の図に示す方法によって加

えたとき、ホースエンドがプラ

グから抜けないこと。 

 

図  略 

 

 

 

 種類の削除 

 

語句の修正 

 



13／14 

新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

(3) 燃焼器用ホース用ソケットは、

600N の引抜き荷重を加えたと

き、強化ガスホースがソケットか

ら抜けないこと。 

(3) 燃焼器用ホース用ソケットにつ

いては、ソケットの強化ガスホー

ス接続部に JIS K 6351(2017)ガ

ス用強化ゴムホース及びホース

アセンブリに定める規格に適合

する長さ約 30 ㎝の強化ガスホ

ースを取扱説明書などに示す方

法で固定し、常温で 24 時間放

置した後、引張試験機により 600

N の引抜き荷重を次の図に示す

方法によって加えたとき、強化ガ

スホースがソケットから抜けない

ことを確認すること。この場合の

室温の条件及び引抜き速度は、

(1)と同じとする。 

 

図  略 

 

 

 (3) ガス栓側ソケット（燃焼器用ホ

ース用）は、600N の引抜き荷重

を加えたとき、強化ガスホースが

ソケットから抜けないこと。 

(3) 燃焼器用ホース用ソケットにつ

いては、ソケットの強化ガスホー

ス接続部に日本工業規格 K 63

51 に適合する長さ約 30 ㎝の強

化ガスホースを取扱説明書など

に示す方法で固定し、常温で 24

時間放置した後、引張試験機に

より 600N の引抜き荷重を次の

図に示す方法によって加えたと

き、強化ガスホースがソケットか

ら抜けないことを確認すること。

この場合の室温の条件及び引

抜き速度は、(1)と同じとする。 

 

 

 

図  略 

 

 名称変更 

 

表記の変更 

(4) ガス機器用プラグは、400Ｎの

引抜き荷重を加えたとき、ゴム管

口（ホースエンド）がプラグから抜

けないこと。 

(4) ガス機器用プラグについては、

ガス栓のゴム管口に取扱説明書

などに示す方法によって固定し、

常温で 24 時間放置した後、引張

試験機により 400Ｎの引抜き荷

重を加えたとき、プラグがゴム管

口から抜けないことを確認するこ

と。この場合の室温の条件及び

引抜き速度は、(1)と同じとする。 

 

 

図  略 

 

 

（削除） 12 ガス機器用プラグとガス機器

のホースエンドとの引抜き強度

については、400Ｎの引抜き荷重

を加えたときプラグがホースエン

ドから抜けないこと。 

12 ガス機器用プラグは、ホースエ

ンド接続部に取扱説明書などに

示す方法によって固定し、常温

で 24 時間放置した後、引張試験

機により 400Ｎの引抜き荷重を加

えたとき、プラグがホースエンド

から抜けないことを確認するこ

と。なお、この場合、室温の条件

は 23℃±２℃、引抜き速度は

500 ㎜/min±500 ㎜/min とする。 

 

図  略 

 

12 引抜き強度については、検査

の方法の欄に掲げる設定条件

により試験を行い確認したものを

もって合格したものとする。 

（旧 LIA-391 規定内容） 

13 プラグ及びソケットは、耐熱性

を有すること。 

13 プラグとソケットを接続した状

態のものと、プラグとソケット単

体を 120℃±2℃の恒温槽に 30

分以上放置後取り出し、常温に

復した後、４(1)継手の外部漏

れ、４(2)安全機構の通過漏れ及

び５着脱作動試験に合格するこ

とを確認すること。 

 

 

 

 

 

13 耐熱性については、検査の方

法の欄に掲げる方法により試験

を行った後、４(1)継手の外部漏

れ、４(2)安全機構の通過漏れ及

び５着脱作動試験に合格するこ

とを確認したものをもって合格し

たものとする。 

13 プラグ及びソケットは、耐熱性

を有すること。 

13 プラグとソケットを接続した状

態のものと、プラグとソケットを接

続しない状態のものとを 120℃

±2℃の恒温槽に 30 分以上放

置後取り出し、常温に復した後、

４(1)継手の外部漏れ、４(2)安全

機構の通過漏れ及び５着脱作動

試験に合格することを確認する

こと。 

 

13 耐熱性については、検査の方

法の欄に掲げる設定条件により

試験を行った後、４(1)継手の外

部漏れ、４(2)安全機構の通過漏

れ及び５着脱作動試験に合格す

ることを確認したものをもって合

格したものとする。 

KHKS0721 との整合 

 

語句の修正 



14／14 

新 旧 （LIA-391の規定内容を含む） 
備 考 

技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 技術上の基準（Ａ） 検査の方法（Ｂ） 検査の合格基準（Ｃ） 

14 プラグ及びソケットは、耐寒性

を有すること。 

14 プラグとソケットを接続した状

態のものと、プラグとソケット単

体を－10℃±2℃の恒温槽に 30

分以上放置後取り出し、常温に

復した後、４(1)継手の外部漏

れ、４(2)安全機構の通過漏れ及

び５着脱作動試験に合格するこ

とを確認すること。 

 

14 耐寒性については、検査の方

法の欄に掲げる方法により試験

を行った後、４(1)継手の外部漏

れ、４(2)安全機構の通過漏れ及

び５着脱作動試験に合格するこ

とを確認したものをもって合格し

たものとする。 

14 プラグ及びソケットは、耐寒性

を有すること。 

14 プラグとソケットを接続した状

態のものと、プラグとソケットを接

続しない状態のものとを－10℃

±2℃の恒温槽に 30 分以上放

置後取出し、常温に復した後、４

(1)継手の外部漏れ、４(2)安全機

構の通過漏れ及び５着脱作動試

験に合格することを確認するこ

と。 

 

14 耐寒性については、検査の方

法の欄に掲げる設定条件により

試験を行った後、４(1)継手の外

部漏れ、４(2)安全機構の通過漏

れ及び５着脱作動試験に合格す

ることを確認したものをもって合

格したものとする。 

KHKS0721 との整合 

 

語句の修正 

15 プラグ及びソケットは、難燃性

を有すること。 

15 プラグとソケットを次の図に示

すように接続した状態（ゴム管用

ソケットは、ゴム管を接続した状

態とする。）で還元炎の先から約

10mm 離れた位置で試料を 5 秒

間炎の中に入れた後取り出し、5

秒以上炎を出して燃え続けない

ことを確認すること。 

なお、加熱用バーナは、ブン

ゼンバーナ（炎口内径 10mm）を

用い、使用ガスは、JIS K 2240

(2013)液化石油ガス（ＬＰガス）の

5 品質に定める 1 種 1 号、1 種

2 号又はそれに相当するガスを

用い、ガス圧 2.8kPa で燃焼さ

せ、炎の高さは約 40mm とす

る。 

 

 

図  略 

 

15 難燃性については、検査の方

法の欄に掲げる方法により試験

を行い、5 秒以上炎を出して燃え

続けないことを確認したものをも

って合格したものとする。 

また、材料証明書等により確

認したものをもって合格したもの

としてもよい。 

15 プラグ及びソケットは、難燃性

を有すること。 

15 プラグとソケットを次の図に示

すように接続した状態（ゴム管用

ソケット、ゴム管用プラグはゴム

管を接続した状態とする。）で還

元炎の先から約 10mm 離れた位

置で試料を 5 秒間炎の中に入れ

た後取り出し、5 秒以上炎を出し

て燃え続けないことを確認するこ

と。また、ホースエンド接続用の

ゴム部品についても同様に行う

こと。 

なお、加熱用バーナは、ブン

ゼンバーナ（炎口内径 10mm）を

用い、使用ガスは、日本工業規

格 K 2240 の 1 種 1 号、1 種 2

号又はそれに相当するガスを用

い、ガス圧 2.8kPa で燃焼させ、

炎の高さは約 40mm とする。 

 

図  略 

 

15 難燃性については、検査の方

法の欄に掲げる設定条件により

試験し、5 秒以上炎を出して燃え

続けないことを確認したものをも

って合格したものとする。 

また、材料証明書等により確

認したものをもって合格したもの

としてもよい。 

KHKS0721 との整合 

 

語句の修正 

16～17  略 

 

16～17  略 16～17  略 16～17  略 16～17  略 16～17  略  

 


